
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の介護従事者

の就業制限解除の考え方等について 

 

令和５年５月１日 

新潟市福祉部介護保険課・高齢者支援課 

 

就業制限解除の考え方 

令和５年４月１４日付けで厚労省より「新型コロナウイルス感染症の感染症

法上の位置付け変更後の療養期間の考え方について（令和５年５月８日以降の

取扱いに関する事前の情報提供）（別添資料参照）」が示されました。 

 

【基本的な考え方】 

感染症法上の位置付けの変更後は、行政が患者に対し外出自粛を要請するこ

とはなくなり、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様に個人の

判断に委ねられることになります。 

 

【従事者が罹患した場合】 

○高齢者施設においては、重症化リスクが高い高齢者が多く生活しており、感染

対策の徹底を当面継続する必要があることから、各施設において新型コロナウ

イルス感染症に罹患した従事者の就業制限を考慮してください。 

○就業制限の期間は、発症日を０日目として、発症後５日間を経過し、かつ解熱

及び症状軽快から２４時間経過するまでの間を基本としてください。 

○発症後１０日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよ

う配慮をお願いします。 

 

【従事者が「いわゆる濃厚接触者」に該当する場合】 

○「濃厚接触者」の特定はなくなり、法律に基づく外出自粛は求められません。 

○同居の家族が新型コロナにかかった場合は、ご自身の体調に注意してくださ

い。 

 

 

詳細は、厚労省からの事務連絡をご確認ください。 
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